
 

守谷市立図書館への指定管理者制度の導入が決まりました 

６月定例会におきまして、市立図書館への指定管理者制度、つまりは施設の管理や運営の民営化の

導入が決定しました。 

来年４月からの導入予定で、コストを増やさずに、開館時間の延長等、サービスの向上や効率化が

図られます。 

現在、市内では市立公民館、市民交流プラザ、南守谷児童センター、障がい者福祉センターの管理

運営について、指定管理者制度が導入されています。 
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合わせて「図書館と歩む会」より指定管理者制度導入を

行わないでほしい旨の陳情書が出され、 

 

・市民ボランティアとの協働が損なわれるのではないか 

・教育機関としての機能が低下するのではないか 

・長期的な人材の確保が困難となるのではないか 

 

などの懸念が示されました。 

 

一連の議論を受け、議会として付帯決議を行い、協働の

図書館運営の実施、人材確保への配慮、教育機関として

の責任あるあり方への留意を求めると共に、行政職員以

外のメンバーも入った第３者評価委員会など、監視制度

を設ける旨を決定致しました。 


